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次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
非
課
税
口
座
か
ら
の
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
一
部
又
は
全
部
の
払
出
し

(
振
替
に

よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
払
出
し
が
あ
っ
た
非
課
税
口
座
内
上

場
株
式
等
に
つ
い
て
は
、

そ
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
、

そ
の
時
に
お
け
る
価
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
(
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
払
出
し
時
の
金
額
」

と
い
う
。
)
に
よ
り
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
基
づ
く
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の

と
)
第
一
号
に
掲
げ
る
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
払
出
し
が
あ
っ
た
非
課
税
口
座
を

開
設
じ
、

又
は
開
設
し
て
い
た
居
住
者
又
は
園
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
管
、
返
還

又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
っ
た
時
に
、

そ
の
払
出
じ
時
の
金
額
を
も
っ
て
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出

し
が
あ
っ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
数
に
相
当
す
る
数
の
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
と
同
一
銘
柄
の
上
場

株
式
等
{
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
一
の
取

得
を
し
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
前
三
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
そ
の
他
の
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適

用
す
る
。非

課
税
口
座
か
ら
他
の
上
場
株
式
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
若
し
く
は
記
録
若
し
く
は
保
管
の
委
託
に
係
る
口
座

(
次
項
第
二
号
に
お
い
て

「
他
の
保
管
口
座
」

と
い
う
。
)

へ
の
移
管
、
非
課
税
口
座
内
止
場
株
式
等
に
係
る
有
価
証
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券
の
当
該
崩
住
者
若
し
く
は
園
内
に
}
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
ヘ
の
返
還
又
は
非
課
税
口
肢
の
捷
止

贈
与
又
法
相
続
若
し
く
註
遺
贈

非
課
税
上
場
椋
式
等
管
理
輿
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
譲
渡
以
外
の
譲
綾

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
潟
語
の
意
識
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

非
課
税
口
康

経
住
者
又
は
邸
内
に
恒
久
的
雄
投
を
有
す
る
非
震
性
者
〈
そ
の
年
一
月
二
討
に
お
い
て
一
一
十
歳
誌
上

で
あ
る
者
に
限
る
。
)
が
、
第
九
条
の
八
及
び
前
各
壌
の
規
定
の
適
用
授
受
け
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
口
座
の
名
称
、

そ
の
日
践
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第 

A

一
条
第
九
壊
に
規
定
す
る
金
融
措
晶

取
引
業
者
(
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
繍
金
融
高
品
歌
引
業
を
行
う
滋
に
限
る
。
)
、
罰
法
第
二
条

第
十
一
環
む
規
定
す
る
議
鍍
金
融
機
関
又
は
投
資
倍
前
及
び
投
資
法
人
に
慰
問
す
る
法
律
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

投
資
鵠
討
委
託
会
社
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金
敷
商
品
取
引
業
者
等
」
と
い
う
。
)
の
営
業
所
〈
濡
内
に
あ
る
繋

業
所
又
は
事
務
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
〉
の
名
称
及
び
所
在
地
、
そ
の
口
産
に
係
る
振
替
口
脱
簿

記
記
載
若
し
く
は
記
銀
が
さ
れ
、
又
は
そ
の
口
座
に
器
管
の
委
挺
が
さ
れ
て
い
る
上
場
株
式
等
の
所
得
税
法
第
ニ
十
四

条
第
一
一
泊
れ
に
規
恕
す
る
震
当
等
に
係
る
艶
当
所
得
及
一
び
当
該
上
場
株
式
等
の
議
諜
に
よ
る
事
業
所
得
、
議
諜
所
得
又
は



雑
所
得
に
つ
い
て
第
九
条
の
八
及
び
能
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
言
そ
の
也
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
開
設
届
出
護
ご
と
い
う
。
)
に
、

そ
の
年
分
の
非
課
税
口
座
開

設
確
認
帯
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
隷
金
融
翻
品
取
引
業
者
等
の
常
業
務
の
…
長
に
提
出
〈
当
絞
非
麟
親
日
焼
開
設
馬
出

警
の
提
出
に
代
え
て
行
う
種
子
情
報
部
穏
組
織
そ
使
用
す
る
方
法
そ
の
般
の
情
報
通
般
の
技
術
安
利
刻
す
る
方
法
記
よ

る
当
該
非
課
税
日
煉
開
設
縄
出
番
誌
記
載
す
べ
き
事
羽
の
提
換
を
合
告
。
以
下
と
の
条
に
お
い
て
偶
じ
。
)
を
し
て
、

当
該
金
融
蹴
品
取
引
業
者
等
と
の

で
締
結
し
た
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
某
づ
き
平
成
二
十
間
四
年
か
ら
平
成

二
十
六
年
ま
で
の
各
年
足
設
定
さ
れ
た
上
場
株
式
等
の
振
替
口
座
欝
へ
の
記
載
若
し
く
は
記
鋸
又
は
保
管
の
委
託
に
孫

る
口
座
(
当
該
口
座
に
お
い
て
非
課
説
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
基
づ
く
敢
京
以
外
の
取
引
に
関
す
る
事
項
を
援
わ
な

い
も
の
に
限
る
。
〉
を
い
う
。

h

非
課
税 

場
株
式
等
管
勝
一
契
約

第
九
条
の
八
及
び
前
各
現
の
指
定
の
瀦 
m
m
を
受
け
る
た
め
に
期
一
一
演
の
艶
役
者
又

は
器
舟
に
髄
久
的
腕
設
を
有
す
る
非
鐙
強
者
が
金
融
術
品
取
引
難
者
等
と
締
結
し
た
上
場
株
式
等
の
振
替

小
法
簿
へ
の

記
載
殺
し
く
は
記
録
又
は
保
管
の
委
託
に
撮
る
契
約
で
、

そ
の
課
約
書
む
お
い
て
も

'
上
場
株
式
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の

記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
保
管
の
委
託
は
、
当
該
記
載
若
し
く
は
記
録
又
は
保
管
の
委
託
に
係
る
口
座
に
設
け
ら
れ
た
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非
課
税
管
理
鞠
窓
(
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
競
口
座
に
記
載
較
し
く
は
詑
鎖
又
は
保
管
の
換
託
が
さ
れ
る
上
場
株
式
等

に
つ
き
、
活
該
記
載
馨
し
く
は
記
鐸
又
は
保
管
の
番
討
に
関
す
る
詑
錦
を
他
の
敬
引
に
関
す
る
詑
献
と
‘
区
分
し
て
狩
う

た
め
の
勘
定
を
い
う
。
)
に
お
い
て
伴
う
こ
と
、
当
該
非
課
税
管
理
勘
定
に
お
い
て
は
当
該
居
住
者
又
は
聞
内
に
恒
久

的
施
設
そ
有
す
る
非
屠
住
者
の
次
に
揚
げ
る
上
場
株
式
等
(
第
二
十
九
条
の
ニ
第
一
頃
本
文
の
規
定
の
組
患
を
受
け
て

取
得
を
し
た
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
控
め
る
も
の
を
除
く
。
〉
の
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
羽
一
核
非
課
税
管
理
勘
定
に

お
い
て
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
若
し
く
は
配
鍛
又
は
保
管
の
委
託
が
さ
れ
て
い
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
は
当
該
金
融
務

品
取
引
業
者
等
へ
の
先
議
託
に
よ
る
方
法
、
当
該
金
融
高
品
取
引
難
者
等
に
対
し
て
す
る
方
法
そ
の
能
政
令
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
す
る
こ
と
、
当
競
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
年
の
一
斥
一
誌
か
ら
十
年
を
経
過
し
た

に
お
い
て
当

該
上
場
検
式
等
は
当
該
非
諜
税
管
理
隣
控
が
設
け
ら
れ
た
非
課
税

痕
か
ら
他
的
部
管
口
鹿
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
そ
の

船
政
令
で
定
め
る
事
噴
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

}
?
と
の
号
に
お
い
て
「
受
入
籍
間
」
と
い
う
。
)
内
担
当
該
金
融
高
品
敢
引
業
者
等
へ
の
蹴
付
け
の
接
抗
(
当
該
賓

付
け
の
勢
制
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
浬
を
含
む
。
〉
に
よ
り
取
得
を
し
た
上
場
株
式
等
又
は
当
競
金
議
蕗
品
取
引

イ

U

非
課
税 

座
開
設
議
出
番
の
提
出
の
日
か
ら
そ
の
揮
出
の
誌
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
司
ま
で
の
瀬
問
問
(
以

ずh 

( 
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業
者
等
か
ち
取
得
を
し
た
上
場
株
式
等
で
、
そ
の
取
得
後
遺
ち
に
当
該
口
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
{
受
え
類
題

内
に
受
け
入
れ
た
よ
場
株
式
等
の
取
害
対
舗
の
額
(
購
入
し
た
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
は
そ
の
購
入
の
代
粧
の
相
棋
を

い
い 

払
込
み
に
よ
り
取
得
を
し
た
上
場
株
式
等
陀
つ
い
て
は
そ
の
払
い
込
ん
だ
金
側
酬
を
い
う
。
〉
の
合
計
鱗
が
百

ロ
万
円
を
趨
え
な
い
も
の
に
限
る
。
〉

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
政
令
で
定
め
る
上
場
株
式
等

非
課
税
口
座
間
間
設
確
認
書

居
住
者
又
は
箆
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
閥
住
者
が
九
次
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の

規
定
の
・
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
九
唄
に
議
定
す
る
所
轄
税
務
犠
…
長
か
ら
交
付
そ
受
け
た
議
類
で
、
そ
の
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
、
次
壌
に
競
定
ず
る
基
準
日
に
お
け
る
国
内
め
住
所
そ
の
越
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
記
載
の
あ
る
も

の
を
い
う
。

非
課
税
口
産
開
設
確
認
蓄
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
間
住
者
又
は
出
向
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
情
住
者
は
、
そ

の
者
の
氏
名
、
生
年
丹
倍
、
住
所
〈
関
内
に
佐
川
前
後
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
問
じ
。
〉
、
一
平
成
一
一
十
一
以
年
一
月
一
日
(
同
日
に
お
い
て
璽
舟
に
住
所
を
省
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
政
令

で
定
め
る
目
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て

「
基
準
日
」
と
い
う
。
)
に
お
け
る
園
内
の
生
新
そ
の
他
の
財
務 
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省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
議
警
に
、
基
準
日
に
お
け
る
冨
内
の
住
所
を
証
す
る
審
類
と
し
て
政
令
で
定
め
る
勢

類
を
添
件
付 
L
て
、
そ
の
者
が
最
初
に
非
課
税
呂
座
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
十
月
一
吉
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経

過
す
る
毘
〈
統
に
非
課
税
口
腔
開
設
磯
認
警
の
交
付
を
受
け
た
審
が
沼
誠
非
開
税
日
盛
期
間
設
確
認
審
を
紛
失
し
、
報
失

し
、
又
諒
議
取
謀
れ
た
こ
と
に
よ
り
湾
、
口
当
核
市
中
摘
畿
の
提
出
〈
当
搬
取
輸
審
の
提
出
に
代
え
て
行
う
犠
子
情
報
娃
理
総

織
を
柴
山
掃
す
る
方
法
そ
の
他
の
構
報
遇
措
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
瑚
該
申
請
警
に
記
載
す
べ
き
事
現
の
提
併
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
詞
じ
。
)

を
す
る
場
合
(
第
十
寝
に
お
い
て

「
再
交
付
の
申
請
む
場
合
」
と
い
う
。
〉
に

拭
、
政
令
で
定
め
る
日
)
ま
で
の
時
間
に
、
こ
れ
を
金
融
溜
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

損
環
の
申
請
書
の
提
出
を
し
よ
う
と
ず
る
借
住
者
又
は
織
内
に
鑓
久
的
施
設
を
有
す
る
非
農
住
者
は
、
政
令
で
戒
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
提
出
を
す
る
擦
、

そ
む

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

伺
項
の
金
融
高
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
、

そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

の
政
令
で
定
め
る
蓄
額
を
提
示
し
て
氏
名
、
生
年
月
E
及
び
住
所
を
告
知
し
、

当
該
告
知
を
し
た
事
項
に
つ
き
謹

金
議
商
品
取
引
業
者
等
の
滋
襲
所
の
設
は
、
前
畷
の
告
知
授
受
け
た
も
の
と
異
な
る
誌
名
、
生
年
月
日
及
、
日
住
所
が
舘

イル

， 
、

い。� 

…一� 



9 


。


‘砂

司E

， 

。


載
さ
れ
て
い
る
詞
嘆
の
申
請
書
に
つ
い
て
誌
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
項
の
山
中
詩
書
の
提
出
を
受
け
た
部
門
頃
の
金
撤
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
誌
、

そ
め
捜
部
を
受
け
た
後
速
や

か
に
、
滋
叫
政
務
諮
警
に
記
載
さ
れ
た
事
項
〈
以
下
こ
の
喰
及
び
次
現
に
お
い
て

?
問
中
議
事
璃
」
と

う
。
〉
を
次
に
掲
げ

l

る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
滋
談
金
数
鶏
品
被
引
業
者
等
の
営
難
所
の
所
在
地
の
所
職
説
務
課
長
{
次
現
に
お
い
て
「
所

轄
税
務
署
殺
」
と
い
う
。
〉
に
畿
侠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
主
、
当
該
金
一
様
高
品
取
引
業
者
等
の
常

業
所
の
…
長
は
、
当
該
申
鵠
惑
に
つ
き
綾
簿
を
矯
え
、
当
該
中
韓
醤
の
提
出
を
し
た
者
の
各
人
別
に
、
出
守
地
…
部
事
壌
を
記
載

し
、
又
は
記
鵡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
税
務
署
長
に
届
け
出
て
行
う
電
子
信
報
延
理
組
議
(
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
告
の
技
婿
の
耗
男
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
二
三
第
三
条
第
一
一
墳
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
)
を
援
活
す
る
方
法
と
し
て
肘
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貌
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
行
う
当
該
申
請
事
現
を
記
織
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
、
議
ん
一
同

一ア
 

プ
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
患
の
縁
体
〈
第
十
六
漢
に
お
い
て
ぷ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
い
と
い
う
。
)
を
縫

出
す
る
方
法
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前
慣
例
の
申
舗
事
項
の
提
供
品
化
焚
け
た
所
轄
税
務
審
議
誌
、
当
核
申
繍
事
現
に
隣
る
附
叩
繍
欝
の
鍵
山
山
そ
し
た
賠
住
者
又
は

国
内
に
-
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
農
住
者
(
以
下
と
の
頃
に
お
い
て

「
南
町
講
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
の
部
骸
申
請
事

項
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
お
け
る
当
該
所
轄
税
務
署
長
又
は
他
の
税
務
署
長
に
対
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
事
項

の
提
供
の
有
無
の
織
認
を
す
る
も
の
と
し
、
当
諮
確
認
を
し
た
当
該
所
轄
税
務
署
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
溶
じ
出
該
各
号
に
定
め
る
霧
類
又
は
議
蔀
を
、
出
該
申
請
事
項
に
係
る
申
請
警
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
、
取
引
業

者
等
の
営
業
所
の
長
を
経
患
し
て
当
諒
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
蔽
申
請
事
頃
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
当
該
所
轄
税
務
署
長
又
辻
強
の
税
務
署
長
に
対
し
て
申
請
事
項
の
提
供
が

な
い
場
合
〈
韓
交
付
の
申
請
の
場
合
を
食
む
。
〉

次
に
掲
げ
る
壌
合
の
成
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
絞
め
る
繋
類

当
該
申
請
事
項
に
諮
る
申
請
書
が
非
課
税
口
癒
を
関
投
し
よ
う
と
す
る
年
の
前
年
十
月
一
告
が
ら
十
二
月
五
十
…

自
ま
で
の
聞
に
提
出
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
提
出
が
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
以
後
の
各
年
分
の

非
課
税
口
践
開
設
確
認
審

M
L

当
該
申
請
事
務 

係
る
出
繭
議
酬
が
非
続
税
口
臓
を
関
投
し
よ
う
と
す
る
年
の
一
月
一
尽
か
お
九
月
一
ニ
十
日
ま
で
の

関
に
提
出
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
提
出
が
さ
れ
た
自
の
賭
す
る
年
以
後
の
各
年
分
の
非
課
税
口
車
関
設

「

， 
， 

仁� 

ロ イ

一

一

ート
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確
認
書

当
該
申
請
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
鯨
挑
む
当
該
所
轄
税
務
署
長
又
は
起
の
税
務
署
長
に
対
し
て
申
請
事
項
の
提

供
が
あ
る
場
合
(
再
交
付
の
申
請
の
場
合
を
除
く
。
)

非
課
税

露
関
設
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
そ
の
他
財

務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
第
五
項
第
一
号
の
非
課
税

」
佳
昭
開
設
題
出
書
の
提
出
を
す
る
居
住
者
又
は
冨
内
に
喧

久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
及
、
び
当
該
非
課
税
口
座
開
設
窟
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
蕗
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所

の
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

既
に
そ
の
年
中
に
非
課
税
口
座
を
開
設
す
る
た
め
の
非
課
税

ぃ
挫
隣
設
揺
出
番
の
提
出
を
し
た
居
住
者
又
は
国
内
に
い
悦

久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
は
、
当
該
非
課
税
U
座
開
設
届
出
撃
の
提
出
を
受
け
た
金
融
韻
品
取
引
業
者
等
の
常
議
所

の
円
余
及
び
当
談
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
以
外
の
金
融
務
品
敬
引
業
者
等
の
数
議
所
の
長
江
対
し
、
当
餓
年

と
同
一
年
中
に
非
課
税
口
販
を
開
設
す
る
た
め
の
非
鋭
税
口
腹
開
設
揺
出
替
の
援
部
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

非
課
税
口
座
開
設
脳
出
敢
闘
の
機
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
難
所
の
識
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
後
山
燃
や

か
に
、
そ
の
非
概
税
口
座
開
設
胤
出
識
の
提
出
を
し
た
陪
住
者
又
は
関
内
は
臨
久
部
擁
設
な
有
す
る
非
摺
住
者
の
氏
名
、 
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まま

生
年
月
日
、
基
準
日
に
お
け
る
菌
内
の
住
所
そ
の
組
の
計
約
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
第
九
事
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
方
法
に
よ
り
羽
鍍
金
惑
務
口
問
教
引
業
者
等
の
営
業
一
併
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
一
一
一
噴
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
金
融
商
品
、
取
引
難
者
等
が
非
課
税
口
康
に
つ
き
議
え
付
け
る
べ
き
幌
縛
に
関
す
る
事

項
、
非
課
税
口
柑
油
開
設
錯
出
繋
の
描
出
な
し
た
偶
人
が
そ
の
膿
出
後
当
該
非
課
税
口
議
開
設
崩
出
議
に
記
載
し
た
事
噴
そ

変
更
し
た
若
し
く
泣
変
更
す
る
相
場
合
又
は
第
九
条
の
八
及
が
第
一
一
掛
か
ら
第
問
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
や
め
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
這
出
に
関
す
る
事
項
そ
の
抱
第
一
環
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
加
に
罰
し
必
要
な
事
項
培
、
政
令

で
定
め
る
。

金
融
問
品
取
引
難
者
等
は
、

そ
の
年
比
お
い
て
当
議
金
激
高
品
取
引
難
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
た
非
膿
税
日

耐
燃
が
あ
る
場
合
に
辻
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
…
ろ
に
よ
り
、
当
該
非
課
税
お
趨
校
側
開
設
し
た
賠
住
者
又
は
関
内
氏
繁
久

的
施
設
を
有
す
る
非
語
住
者
の
氏
名
及
が
住
所
、

そ
の
年
中
に
当
該
非
課
税
口
擦
に
お
い
て
処
理
さ
れ
た
上
場
検
式
等
の

譲
渡
の
対
価
の
額
、
当
該
非
課
税
口
座
に
係
る
非
課
税
口
庫
内
上
場
株
式
等
の
寵
当
等
の
額
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、

そ
の
年
の
翌
年
一
月
一
二
十
一
日
ま
で
に
、

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
当
該

非
課
税
口
耐
般
を
開
設
す
る
常
業
所
の
所
設
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

L 
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非
課
税
口
牒
を
開
設
さ
れ
て
い
る
金
融
澱
品
取
引
業
者
等
は
、
政
令
で
窓
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
競
壊
の
所
轄
税
務
報
投

の
承
認
そ
受
け
た
場
合
に
は
、
問
項
の
議
定
に
よ
り
関
門
績
の
報
告
惑
に
記
載
す
べ
ぎ
も
の
と
さ
れ
る
事
務
を
部
鍛
し
た
光

デ
ィ
ス
ク
等
の
掘
出
そ
も
っ
て
鶏
鳴
の
情
報
税
務
場
設
に
提
出
す
べ
き
報
告
替
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
け
る
問
唄
及
、
び
第
十
八
説
設
が
に
第

一
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
は
、

前
墳
の
所
轄
税
務
場
長
に
提
出
す
べ
き
報
告
書
と
み
な
す
。

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
非
課
殺
口
蓋
に
お
い
て
処
理
さ
れ
た
上
場
株
式
等
の
譲
渡
又
は
非
課
説

座
内
上
場
株

式
等
の
配
当
等
に
係
る
所
得
税
法
第
三
吉

四
回
条
、
第
二
吉
二
十
四
条
の
三
及
び
第
三
宮

五
条
の
規
定
の
特
閉
そ 

の
強
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
に
環
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

一
冨
税
庁
、

関
税
尚
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
辻
、
第
十
五
壌
の
報
告
審
の
提
出
に
関
す
る
調
夜
に
つ
い
て
必
裂
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
報
告
議
後
慌
出
す
る
義
務
が
あ
る
器
犯
紫
関
し
、

又
は
そ
の
者
の
非
探
税
幻
聴
及
び
部
殺
非
課
投
降
に

お
は
る
上
場
株
式
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
綴
簿
議
機
そ
の
佑
の
物
件
品
化
検
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
四
磁
税
庁
、
関
税
問
又
は
税
務
饗
の
当
該
職
員
は
、
前
壊
の
説
窓
に
よ
る
質
問
又
は
輸
査
を
す
る
場
合
に
誌
、

品
俊
一
部
す
証
明
蓄
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
身
分

ア究 

。
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第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
繋
鱒
又
は
検
査
の
権
離
は
、
犯
罪
捜
資
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
一
議
及
び
第
二
項
中
「
第
一
一
一
十
七
条
の
十
第
一
項
の
」
を
「
同
法
及
び
こ
の
章
の
い
む
改

め
、
同
条
第
五
項
第
三
号
中
「
需
条
第
十
二
号
の
二
」
を
「
問
時
イ
」
に
、

「
分
割
法
人
の
株
主
等
に
」
を
「
分
割
対
僅
資

産
と
し
て
」
に
改
め
、

「
(
当
該
株
主
等
に
対
す
る
株
式
に
係
る
剰
余
金
の
配
当
又
は
利
益
の
軍
当
と
し
て
交
付
さ
れ
た
荷

条
第
十
二
号
の
九
に
規
定
す
る
分
割
前
対
髄
資
産
以
外
の
金
銭
ぞ
の
他
の
資
産
を
除
く
。
)
」
を
龍
り
、
問
条
第
六
百
世
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
又
は
第
‘
一
環
に
規
定
す
る
そ
の
有
す
る
株
式
が
第
一
一
一
十
七
条
の
十
二
の
二
第
二
項
又
法
第
七
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
該
当
す
る
犠
舎
に
お
け
る
向
条
の
規
定
の
溜
用
に
つ
い
で
は
、
部
門
条
第
ニ
現
第

同
ヴ
中
「
第
三
十
七
条
の
十

第
一
一
一
頃
又
は
策
協
璃
各
問
符
い
と
あ
る
の
は
「
鱗
三
十
七
条
の
十
第
一
一
一
項
若
し
く
は
第
四
壊
各
号
又
は
第
五
十
七
条
の
十
四

の
ニ
第
一
壊
活
し
く
は
第
一
一
、
鳴
い
と
、
関
門
条
第
七
現
中
「
郷
土
明
器
開
設
と
あ
る
の
は
「
第
一
一
一
十
七
条
の
十
四
の
ニ
第
六

項
の
綱
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
ニ
現
第
四
号
」
と
す
る
。

i
m

第
一
-
-
十
七
条
の
ふ 

問
の
王
第
一
一
頃
及
、
ひ
第
一
.
項
中
吋
第
五
十
七
条
の
十
第
一
現
」
を
吋
罰
法
及
び
こ
の
章
い
に
改
め
、
問

一一一ニ七



4
 条
第
閤
聴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
頃
又
は
第
一
一
現
に
規
定
す
る
そ
の
有
す
る
株
式
が
第
三
十
七
条
の
十
ニ
の
ご
第
二
税
又
は
第
七
現
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
提
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

第
一
一
一
項
又
は
第

寝
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
二
十
七
条
の
十
第
三
項
若
し
く
は
第
盟
事
各
号
又
は
第
三
十
七
条
の
十
題

の
一
二
第
一
明
若
し
く
は
第
一
一
頃
」
と
、
部
門
条
第
七
嶋
中
「
第
一
一
理
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
の
十
四
の
三
第
四

棋
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
項
第
四
号
」
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の

一
躍
第
四
号
中
「
第
二
.
十
七
条
の
十

A

六
の
見
出
し
を
「
(
謡
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
公
社
債
等
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
の
畿
税
の
特

例
〉
い
に
敢
め
、
詞
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

間
;
利
子
が
支
払
わ
れ
な
い
公
社
憤
〈
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
仔
さ
れ
る
も
の
を
験
く
。
〉
を
韻
践
し
た
と
と
に
よ
る
所

持
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
条
の
思
の
前
の
見
出
し
中
「
課
税
対
象
金
額
」
を
「
諜
税
対
象
金
額
等
」
に
改
め
、
部
門
条
第
一
一
頃
中
「
之
の
款
」

を
「
こ
の
条
い
に
改
め
、

「
こ
の
条
」

簡
明
」
品
化
「
出
資
を
い
う
。
以
下
第
間
関
磯
求
で
い
に
、

の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
寝
」
を
加
え
、

「
密
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
寝
及
、
び
次

「
及
び
次
壌
に
お
い
て
同
じ
。
〉
、
」
を
つ
次
現
及
び
第

八

O 


恥� 
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い
て
同
じ
ω
〉 

J

「

」 

」
に
、
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項
」
に
改
め
、

「
金
額
(
」

開
条
第
三
項
を
躍
り
、
同
条
第
四
項
中
「
及
、
び
前
項
」
を
諮
り
、

「
権
利
後
い
う
。
以
下
こ
の
積
及
が
次
磯
い
そ
「
線
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
壊
、
次
慣
例
及
、
び
鱗
四

の
下
に
「
儲
加
盟
項
及
び
」
を
加
え
‘
向
現
各
時
中
立
臼
分
の
五
い
や
}
「
十
日
分
の
十
い
に
改
め
、

「
、
第
一
事
各
号
」
を
「
、
問
項
各
号
」
に
、

規
定
す
る
特
定
外
岡
子
会
社
等
が
」
を
「
特
定
外
国
子
会
社
等
〈
株
式
等
若
し
く
は
績
券
の
保
有
、

工
業
所
有
権
そ
の
他
の

技
術
に
隠
す
る
機
利
、
特
別
の
技
矯
に
よ
る
生
産
方
式
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

〈
こ
れ
ら
の
権
部
に
関
す
る
使
用

権
を
含
む
。
)
若
し
く
は
著
作
議
(
出
牒
権
及
び
著
作
欝
接
権
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
)
の
提
供
又
は
船
揺

若
し
く
捻
続
空
機
の
貸
付
け
(
次
項
む
お
い
て

「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
)
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
(
株
式
等
の
課
有

ゆ
伊
町
議
た
る
事
畿
と
す
る
特
定
外
誠
子
会
社
等
の
う
ち
、
当
絞
特
定
外
関
子
会
社
等
が
舶
の
外
国
法
人
の
事
業
鴻
動
の
総
合
的

な
管
環
及
び
調
整
を
通
じ
て
そ
の
絞
議
性
の
向
上
に
紫
、
ず
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
外
調
法
人
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
の
株
式
等
の
保
有
を
行
う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
捧
く
。
)
を
除
く
。
)
が
、
」
に
、

「
固
定

施
殺
を
有
す
る
い
を
「
そ
の
主
た
る
事
撲
を
行
う
に
必
婆
と
認
め
ち
れ
る
事
務
所
、
防
輔
、

工
場
そ
の
他
の
函
定
施
設
を
有

し
、
か
っ 
J

そ
の
事
業
の
管
理
実
支
艶
及
び
灘
営
安
惑
ら
作
っ
て
い
る
い
に
改
め
、
問
慣
例
を
関
条
第
一
一
一
墳
と
し
、
問
壌
の
次

に
次
の
一
一
境
を
加
え
る
。

九

「
前
項
に



4
第
一
一
境
各
坊
と
掲
げ
る
尉
佐
者
に
係
る
特
定
外
題
子
会
社
等
が
、
平
成
て
十
一 

a

年
四
月 

以
後
に
間
関
揺
す
る
各
一
事
業

h
H

年
度
に
お
い
て
韻
寝
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
連
用
対
象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
お

て
、
当
該
各

ー
事
業
年
度
に
係
る
次
に
椙
掲
げ
る
金
額
(
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
持
定
外
冨
子
会
社

A

等
が
行
う
事
業
(
持
定
事
業
を
除
く
。
)
の
性
質
上
重
要
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
か
ら
生
じ
た
も
の
を
酷
く
。
以

卜
之
の
現
に
お
い
て
吋
特
定
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
)
を
脊
す
る
と
き
は
、
当
該
各
事
業
年
度
の
特
定
所
得
の
金
額
の

合
計
額
〈
次
項
む
お

「
部
分
溺
用
対
象
金
額
い
と
い
う
。
〉
の
う
ち
そ
の
者
の
か
有
す
る
当
誠
特
控
外
顕
子
会
社
等
の

磁
楼
及
び
問
機
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
教
式
等
の
請
求
権
の
内
容
そ
融
撲
し
て
敦
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
(
当
該
金
額
が
当
該
各
一
卒
業
年
療
に
係
る
課
税
対
象
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
謡
え
る

と
き
は
、
当
該
相
当
す
る
金
額
。
次
条
に
お
い
て
「
部
分
課
税
対
象
金
義
」
と
い
う
。
)
に
相
当
す
る
金
額
は
、

そ
の
者

の
雑
所
得
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
し
て
当
該
各
事
業
年
度
終

7
の
5
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
分

の
そ
の
者
の
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る
。

剰
余
金
の
出
当
等
の
援
へ
当
誠
特
定
外
閤
子
会
社
等
の
有
す
る
能
の
誌
入
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
の
そ
の
発
行
済

株
式
又
は
出
資
(
そ
の
有
す
る
吉
日
の
株
式
等
合
除
く
。
〉
の
総
数
又
は
舷
側
般
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
際
分
の
十
む

てO 
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満
た
な
い
場
合
同
い
お
け
る
当
該
地
の
法
人
(
第
閑
吟
に
お
い
て

「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
)
か
ら
受
け
る
も
の
に
理

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
問
じ
。
)

の
合
計
繍
か
ら
当
該
鱗
ヘ
ホ
金
の
配
当
等
の
額
を
得
る
た
め
に
夜
議
接
し
た
費
用

の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
探
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
葬
し
た

金
額
後
控
除
し
た
残
額

一
一
様
券
の
利
子
の
翻
の
合
計
額
か
ら
当
該
和
子
の
額
を
得
る
た
め
に
蓋
接
裏
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
利
子

国

の
額
に
係
る
襲
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
は
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
諜
除
し
た
残
額

出
演
券
の
償
還
金
額
〈
紫
入
消
却
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
擬
入
金
額
)
が
そ
の
取
得
姉
額
を
越
え
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
差
識
の
舗
の
合
計
額
か
ら
当
該
差
掛
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
鱗
の
合
計
額
又
は
議
該
差
議

の
擦
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
喪
験
し
た
残
額

特
定
法
人
の
株
式
等
の
譲
渡
〈
金
融
措
品
取
引
法
第
一
一
条
第
十
六
壌
に
規
定
す
る
金
融
蕗
品
敢
引
所
(
乙
れ
比
類
す

る
も
の
で
外
国
の
法
令
に
基
づ
ざ
設
立
さ
れ
た
も
の
を
含
告
。
)

の
開
設
す
る
市
場
に
お
い
て
す
る
譲
渡
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
も
の
に
畑
山
る
。
次
号
と
お
い
て
同
じ
。
)

に
よ
る
対
価
の
識
の
合
計
額
か
ら
当
該
株
式
等
の
取
持
鍾
額
及
、
び

、
当
該
対
価
の
鶴
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
織
の
合
許
額
そ
控
除
し
た
桟
額

ぐ 

4・!

場 

ζ 

四
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ま三

ム

七 /、

僕
券
の
譲
渡
に
よ
る
対
艇
の
懇
の
合
計
額
か
弘
治
絞
摂
券
む
取
得
制
額
放
び
当
該
対
鎮
の
額
を
得
る
た
め
に
点
援
護

た
費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

特
許
権
、
}
実
用
新
案
語
、
ー
意
匠
権
若
し
く
は
商
標
権
又
註
著
作
権
(
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
を
含
む
。
)

(
以
下

こ
の
号
に
お
い
て

「
特
許
権
等
い
と
い
う
。
〉

の
使
用
料
〈
部
殺
特
定
外
因
子
会
社
等
が
自
ら
符
っ
た
研
究
開
発
の
成

来
に
保
る
特
許
権
等
の
使
用
料
そ
の
怖
の
政
令
で
淀
め
る
も
の
そ
除
く
。
以
下
こ
の
吟
む
お
い
て
同
じ
。
〉
の
合
…
…
前
額

か
ら
議
該
捷
用
料
そ
得
る
た
め
に
躍
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
制
酬
を
撚
除
し
た
残
額

語
離
又
は
航
空
機
の
貸
付
げ
に
よ
る
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
対
価
の
額
を
得
る
た
め
立
直
接
要
し
た
費
用
の

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

第
招
十
一
条
の
隅
第
八
叩
引
を
関
来
第
九
墳
と
し
、
附
条
第
七
噴
出
?
っ
第
蹄
悩
相
、
い
そ
削
り
、
間
的
棋
を
剖
条
第
八
明
と
し
、

条
第
六
魂
中
町
第
問
項
の
規
定
は
い
を
「
第
五
墳
の
規
躍
は
、
政
令
で
窓
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第

七
瑛
と
し
、
詞
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
問
項
の
前
に
次
の
一
一
演
を
加
え
る
。

議
項
の
規
定
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
居
住
者
に
係
る
持
定
外
富
子
会
社
等
に
つ
き
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

実
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
外
題
子
会
社
等
の
そ
の
該
当
す
る
事
業
年
度
に
係
る
部
分
議
指
対
象
金
額
に
つ
い
て

自H

O 

• 
時� 

a 

r 

。




割

四

を
「
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
配
当
羽
」
と
い
う
。
)

の
講
す
る
年
分
の
当
該
外
悶
法
人
」
に
改
め
、
罰
項
第
一
号
中

「
特
定
外
篇
子
会
社
等
に
」
を
「
外
悶
法
人
に
い
に
、

「
で
居
住
者
が
当
該
特
定
外
患
子
会
社
響
か
ら
剰
余
金
の
配
当
等
の

額
の
支
払
を
受
け
る
詮
」
を
「
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当 

」
に
改
め
、

「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
鱗
四

現
」
を
加
え
、

「
特
定
外
鍛
子
会
社
等
の
い
か
」

「
外
間
法
人
の
」
に
戒
め
、

「
次
号
い

の
下
に
「
及
び
次
項
第
一
号
」
を
加

え
、
問
項
第
二
回
守
中
日
立
た
外
国
子
会
社
等
に
い
そ
「
外
冨
法
人
ム
に
い
に
、

「
で
賠
住
者
が
当
該
特
定
外
題
子
会
社
等
か
ら

E

剰
余
金
の
配
当
等
の
額
の
支
払
晶
化
受
け
る
自
い
を
「
又
は
部
分
畿
税
対
象
金
額
で
、
配
当
一
日
」
に
攻
め
、
「
前
条
第
一
議
」

の
下
に
「
又
は
第
四
項
い
安
部
え
、
「
特
定
外
昌
子
会
社
等
の
」
を
「
外
国
法
人
の
」
に
、

「
特
定
外
盟
子
会
社
等
か
ら
受

は
、
渡
指
し
な
い
。

り

各
事
業
年
震
に
お
け
る
部
分
濃 

対
象
金
額
に
係
る
収
入
金
額
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

各
事
業
年
肢
の
決
算
に
慕
づ
く
所
得
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
に
当
該
各
事
業

年
度
に
お
け
る
部
分
溜
用
対
象
金
側
酬
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
査
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
州
間
十
条
の
五
第
一
璃
中
「
当
該
賠
柱
者
巳
係
る
特
定
外
富
子
会
社
等
」
を
「
外
開
法
人
」
に
改
め
、

「
及
が
次
条
」

「
当
該
特
紫
外
国
子
会
社
等
に
」
を
「
当
該
外
罰
法
人
に
い
に
、

m
m

を

， 

為

、レ� 

(


「
の
躍
す
る
年
分
の
当
該
持
定
外
調
子
会
社
等
〕
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前
項
の
場
合
に
お

て、

項
の
外
国
法
人
が
俸
の
外
霞
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
記
当
等
の
額
が
あ
る
と
き
誌
、
一

民
項
の
居
住
者
が
陪
項
の
外
信
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
か
ら
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
つ
き
部
門
事
、

の
揖
践
の
適
用
を
受
狩
る
部
分
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
〈
出
該
外
国
法
人
に
掠
る
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か

少
な
い
金
織
犯
壊
す
る
ま
で
の
金
額
に
限
る
。
〉
は
、
部
諮
鰭
柱
者
の
附
当
日
の
胤
ず
る
年
分
の
当
該
外
聞
法
人
か
ら
受

け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
捺
る
配
当
所
持
の
金
棋
の
計
糞

O 


. 

、‘

， 
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け
た
い
を
ぶ
パ
臨
訟
人
か
ら
受
け
た
い
に
、

「
以
下
こ
の
条
い
を
「
第
一
一
一
項
」
に
絞
め
、
間
的
条
第
一
一
一
明
中
「
又
は
第
一
慣
例
」

の
下
に
「
脅
し
く
は
第
一
一
聴
い
を
加
え
、

「
刺
州
税
済
金
綴
」
品
化
「
課
税
械
金
額
等
」
託
、

「
第
一
環
の
規
定
ゅ
よ
を
「
第

項
及
、
び
第
二
項
の
鏡
窓
を
い
に
敢
め
、
問
叫
引
を
出
向
条
第
間
出
現
と
し
、
間
条
第
一
一
項
中
之
町
民
境
の
規
定
は
、

課
税
済
金
額
」
を

「
前
二
項
の
規
定
は
、
課
税
揖
金
額
又
は
間
話
配
当
等
若
し
く
は
間
接
課
税
許
金
額
(
円
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
課
税
務
金

額
等
」
と
い
う
。
)
」
に
、

「
当
該
課
税
清
金
額
」
を
「
当
該
課
税
済
金
額
等
」
託
、

「
同
拠
出
慌
に
規
定
す
る
年
分
」
を
「
記

当
日
の
属
す
る
年
分
」
に
、

「
附
墳
の
蝋
定
に
よ
る
」
受
諾
川
二
項
の
規
定
に
よ
る
い
託
、

「
同
演
に
規
定
す
る
特
定
外
欝

子
会
社
等
い
そ
「
こ
れ
ら
の
細
川
ι

注
に
規
定
す
る
外
国
法
人
」
に
、

「
同
情
明
の
規
定
に
よ
り
」
ゃ
い
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
い

に
改
め
、

同
項
を
山
内
条
第
三
演
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
一
頃
を
加
え
る
。 
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記
当
自
の
隠
す
る
年
及
、
び
そ
の
年
の
前
年
以
前
二
年
内
の
各
年
に
お
い
て
、
詩
情
恨
の
外
国
法
人
が
的
の
外
国
法
人
か

ら
受
け
た
穀
余
金
の
臨
当
等
の
額
〈
当
該
位
の
外
悶
法
人
の
前
条
第
一
項
又
法
第
四
項
の
議
定
の
適
用
に
係
る
事
業
年

擦
問
開
始
の
日
前
に
受
け
た
剰
余
金
の
寵
当
等
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
〉
の
う
ち
、
当
該
居
住
者
の

有
す
る
煎
墳
の
外
国
法
人
の
直
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
〈
配
当

自
の
織
す
る
年
の
前
年
以
前
二
年
内
の
各
年
分
〈
次
号
ロ
に
お
い
て
「
前
ニ
年
内
の
各
年
分
い
と
い
う
。
〉
に
お
い
て

当
該
外
関
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
軒
当
等
の
額
〈
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
外
臨
法

人
が
溜
鞍
他
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
対
略
す
る
部
分
の
金
額
に
際
司
令
。
以
下
こ
の
識
に
お

い
で
「
特
例
適
用
艶
当
等
の
細
い
と
い
う
。
〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
額
特
例
適
用
艶
当
等
の
額
を
控
絡
し
た
残
額
。

次
項
に
お
い
て

「
間
接
部
当
等
」
と
い
う
。
)

次
む
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

議
号
の
地
の
外
冨
法
人
に
係
る
課
税
対
象
金
額
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当
拐
の
属
す
る
年
分
に
お
い
て

前
条
第
一
環
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
分
の
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
総
収
入
金
制
樹
立
算
入
さ
れ
る
も
の

の
う
ち
、
問
号
の
屠
住
者
の
有
す
る
詣
該
他
の
外
匡
法
人
の
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
〈
鰐
住
者
が
外
題
法
人
を
通
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二
四
六

じ
て
矧
接
に
有
す
る
も
の
と
じ
て
政
令
で
定
め
る
他
の
外
国
法
人
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
令
額
を
い
う
。
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
一
〉
に
対
志
ず
る
部
分
の 

撚
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
繍
ー

A

前
号
の
能
の
外
国
法
人
に
絡
る
課
税
対
象
金
額
又
は
部
分
課
説
対
象
金
離
で
、
前
一
一
年
内
の
各
年
分
に
お
い
で
前

条
第
一
頃
又
は
第
倒
壊
の
競
定
に
よ
り
齢
二
年
内
の
各
年
分
の
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
総
寝
入
金
額
に
算
λ
さ
れ

た
も
の
の
う
ち
、
同
口
汚
の
居
住
者
の
有
す
る
当
該
抽
出
の
外
国
法
人
の
間
後
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
中
め
す
る
部
分
の

金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
(
前
二
年
舟
の
畠
年
分
に
お
い
て
前
項
の
外
霞
法
人
か
ら
受
ゆ
り
た
特
例
適
用
配
当

等
の
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
適
用
罰
当
等
の
額
を
控
除
し
た
残
額
。
次
漫
に
お
い
て

額
」
と
い
う
。
)

「
間
接
課
税
済
金

m
第 
間
十
条
の
六
中
「
経
住
者
が
そ
の
者
に
採
る
特
定
外
富
子
会
社
附
好
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
係
る
」
を

辺
倒
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
屠
住
者
の
」
一
に
改
め
る
。

第
捌
十
条
の
七
の
前
の
見
出
し
中
「
課
税
対
象
金
額
」
を
「
繰
税
対
象
令
穣
紘
一
甘
い
に
改
め
、
間
条
第
一
嶋
中
「
及
び
次

現
」
を
「
、
次
現
及
び
第
問
項
」
?
に
、

「
第
七
項
」

を
「
第
八
百
明
」
に
、

「
(
以
下
こ
の
款
」
を
「
〈
以
下
こ
の
条
い
に
改

「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
が
次
条
第
一
一
環
」
を
、

「
分
配
を
い
う
」
及
び
「
権
利
を
い
う
い

の
下
に
「
。
第
四
項
に
お 



4
 い
て
部
門
い
と
を
、

「
金
額
(
」

の
下
に
「
岨
府
側
現
及
び
」
そ
加
え
、
向
条
第
二
項
第
…
母
中
「
発
行
構
株
式
等
」

の
下
に

「
の
総
数
又
は
総
額
」
を
加
え
、

河
条
第
一
一
一
掃
引
を
剤
り
、
陀
条
第
四
項
中
「
及
、
び
前
項
」
を
制
的
り
、

「
問
項
に
競
嫁
す
る
特

定
外
部
法
人
が
」
を
「
特
定
外
盟
諸
人
〈
特
定
事
議
〈
第
四
十
条
の

第
一
一
一
項
に
規
定
す
る
特
銀
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
開
じ
。
)
そ
主
た
る
事
裁
と
す
る
も
の
そ
除
く
。
)
が
、
」
に
、
「
鴎
定
撞
設
を
有
す
る
」
を
「
そ
の
主
た
る
一
卒
業
を

行
う
む
必
術
院
と
認
め
ら
れ
る
事
務
所
、
活
舗
、
工
場
そ
の
他
の
冨
窓
雑
設
を
有
し
、
か
っ
、
そ
の
事
業
の
管
理
、
支
麗
及
び

藤
憶
を
自
ち
行
っ
て
い
る
」
に
改
め
、
問
項
第
一
一
号
中
「
第
部
十
条
の
昭
第
問
項
第
二
口
ぎ
を
「
第
四
十
条
の
曲
第
三
鴇
第

…
ふ
乃
」
に
改
め
、
需
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

問
項
の
次
に
次
の
一
一
撲
を
加
え
る
。

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
層
住
者
に
係
る
特
定
外
冨
法
人
が
、
平
成

一
一
年
臨
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業
年

度
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
墳
の
規
定
を
漉
照
し
な
い
適
用
対
象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
競
各
事

業
年
疫
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
〈
第
一
号
か
ら
鎖
直
号
ま
で
に
熔
げ
る
金
額
に
つ
い
て
誌
、
当
絞
特
定
外
岡
法
人
が
行

A

う
事
業 

特
定
事
業
を
除
く
。
〉

の
性
質
上
議
議
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
か
ら
投
じ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
特
定
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
)
を
有
す
る
と
き
培
、
当
該
各
事
業
年
撲
の
特
定
所
樽
の
金
額
の
合
計
額

(
次
壌
に
お
い
て
「
部
分
適
用
対
象
金
額
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
当
該
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
借
住
者
の
有
す
る
当
該

子

， 
r 

芝草
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特
定
外
国
法
人
の
蓋
接
及
、
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
株
式
等
の
請
求
権
の
内
容
を
勘
案

し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
(
当
該
金
額
が
当
該
各
事
業
年
度
に
採
る
課
税
対
象
金
額
に
指
当
す

る
余
翻
を
超
え
る
と
き
は
、
当
設
相
当
す
る
金
額
。
次
条
に
お
い
て

「
部
分
課
税
対
象
金
額
い
と
い
う
。
〉
に
相
当
す
る

余
翻
は
、
当
該
特
殊
鰭
係
株
主
等
で
あ
る
居
住
者
の
雑
所
得
に
保
る
寂
入
金
額
と
み
な
し
て
当
談
件
事
業
年
度
終 

の
y

の
翌
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
分
の
当
該
居
住
者
の
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
総
訳
入
金
額
に
算
入
す

る。

剰
余
金
の
蹴
当
等
の
額
〈
当
該
特
定
外
鵠
法
人
の
有
す
る
鋭
の
法
人
の
林
式
等
の
数
又
は
金
額
の
そ
の
発
行
済
株
式

等
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
翻
合
が
百
分
の
十
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
鵠
の
法
人
(
筋
四
与
に
お

い
て

「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
)
か
ら
受
吟
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
該

剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
得
る
た
め
に
車
譲
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
剰
余
余
の
罷
当
等
の
舗
に
掠
る
品
質

用
の
額
と
し
て
政
令
で
詰
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
鱗
を
措
黙
し
た
残
額

mw
債
券
の
別
予
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
数
制
約
予
の
額
を
得
る
た
め
に
謀
議
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
利
子

額
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額 例

八
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議
券
の
償
瀧
金
額
(
関
入
消
却
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
罵
入
金
額
)
が
そ
の
取
得
価
額
そ
類
え
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
差
益
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
差
益
の
額
を
持
る
た
め
に
蓋
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
誤
差
益

四

の
額
に
係
る
繋
悶
加
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
弘
山
引
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
譲

特
定
法
人
の
株
式
等
の
譲
渡
(
第
四

条
の
悶
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
織
捜
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
〉
に
よ
る
付
加
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
鍛
錬
式
等
の
取
得
額
額
及
び
当
競
対
備
の
額
を
得
る
た
め
に
破
鍛
要
し
た

費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
懇

債
券
の
譲
渡
に
よ
る
対
鐘
の
顧
の
合
計
額
か
ら
当
紋
債
券
の
取
得
制
額
及
、
日
当
技
対
価
の
畿
を
得
る
た
め
に
謹
嘩
要

し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
を
腔
験
し
た
蔑
額

特
許
議
等
(
第
四
十
条
の
閉
山
第
四
現
第
六
号
に
規
定
す
る
持
許
権
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
〉
の

続
期
料
(
当
該
特
窓
外
盟
法
人
が
告
ら
行
っ
た
研
究
開
発
の
成
果
む
係
る
特
許
権
等
の
使
用
料
そ
の
鑑
の
政
令
で
定
め

る
も
の
を
綜
く
。
以
下
こ
の
勾
に
お
い
て
封
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
鱗
礎
荊
料
を
得
る
た
め
に
直
披
援
し
た
費
用
の

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

七

船
舶
部
又
ほ
航
空
機
の
貸
付
け
に
よ
る
対
艇
の
離
の
合
計
額
か
ら
当
該
対
留
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
喪
し
た
費
用
の



ケり リ

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

鶴
間
十
条
の
七
鋪
九
慨
慌
を
開
条
第
十
項
と
し
、
開
条
第
八
税
中
「
、
第
加
出
現
及
び
第
六
項
い
を
「
及
び
第
七
項
」
に
改

め
、
同
項
を
持
条
第
九
項
と
し
、
再
条
第
七
項
中
「
第
一
壌
の
」
を

「
第
一
項
及
、
び
第
四
項
の 

に
改
め
、
問
項
を
同
条
第

八
項
と
し
、
問
条
第
六
項
中
「
第
詔
寝
」

を
「
第
五
寝
」
に
改
め
、
問
項
を
同
開
条
第
七
閣
と
し
、
問
問
条
第
五
現
を
同
条
第
六

壌
と
し
、
開
明
慌
の
識
に
次
の
一
環
そ
加
え
る
。

L

前
項
の
鰻
窓
辻
、
特
殊
関
係
株
、
五
等
で
あ
る
居
住
者
に
傑
る
特
定
外
国
法
人
に
つ
き
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実

が
あ
る
場
合
に
誌
、
当
該
特
定
外
国
出
法
人
の
そ
の
該
当
す
る
事
業
年
度
に
係
る
部
分
適
用
対
象
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。各

事
業
年
度
に
お
け
る
部
分
譲
関
対
象
金
額
に
係
る
続
入
金
額
が
千
万
円
川
以
下
で
あ
る
こ
と
。

各
事
業
年
衰
の
決
算
に
基
づ
く
一
熱
帯
の
金
額
に
担
当
す
る
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
に
当
該
各
事
業

年
度
に
お
け
る
部
分
遡
用
対
象
金
額
の
占
め
る
割
合
が
荷
分
の
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
削
十
条
の
八
第
一
一
夜
中
「
当
該
詔
捻
者
に
係
る
特
定
外
器
法
人
」
後
「
外
醸
法
人
」
に
改
め
、

「
及
、
び
次
条
い
を
削
川

「
当
該
特
定
外
出
掛
法
人
に
」
を

「
当
該
外
留
法
人
に
」
に
、

「
の
属
す
る
年
分
の
当
該
特
定
外
国
法
人
」
を

五� 
O 

ー一
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以
下


